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料金表

被せ物

ジルコニア、オールセラミックなど、当院の審美歯科治療で使われる様々な素材の被せ物があります。

ホワイトニング
ホワイトニングには、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングがあります。

根管治療（マイクロスコープ使用）

ラバーダムやマイクロスコープの使用はもちろん、特殊な形成、洗浄器具、特殊根管充填法を用いた
精密治療を行います。

歯周治療

自費治療として歯周再生療法、GBR（失った骨を復活させる方法）、歯周形成外科（審美治療のため
の歯肉移植など）を行います。当院の理事長は日本歯周病学会歯周病専門医・指導医です。
遠方からのご紹介患者様も多数いらしています。

インプラント
セーフティーガイデッドサージェリーにより、安心安全かつ高精度のインプラント治療を行います。

矯正治療

歯周病患者、成人対象の矯正治療を行なっています。一般的なワイヤーの矯正も、インビザライン ®と
いうようなマウスピースの矯正も行なっています。

再診料
全ての自費の再診料。

その他

専門医による精密検査・診査診断・治療計画コンサルテーション。



料金表

￥165,000
￥185,000
￥200,000

￥145,000
￥165,000
￥185,000

￥185,000

￥90,000

￥100,000

￥160,000

￥50,000

￥6,500

￥5,000/1歯

単回:￥8,000
￥15,000 (術前術後２回分セット)

￥20,000
￥35,000

スタンダード
矯正用

インプラント用















デンタルローンもあります。

保険診療•自由診療共、各種カード使用可能です

MasterVISA JCB AMEX Diners

対応しているクレジットカード会社
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医療費控除の仕組みと活用方法
自費での歯の詰め物治療や被せ物治療には、保険診療とは異なり金銭的な負担が発生しますが、インプラント
やセラミック・矯正治療などを行う場合、医療費控除の制度を利用することによって実質費用を軽減できる可
能性があります。

医療費控除とは
医療費控除とは、一年間（1/1 ～ 12/31）に支払った医療費と通院にかかった交通費が 10 万円を超える場合に、
一定金額が還付金として返還される制度です。
税務署に申告手続きを行うと、過去 5年間までさかのぼって医療費控除を受けることができます。還付金は医
療を受けた本人または生計を一緒とする家族が受け取ることができ、共働きの夫婦や扶養家族でない場合でも
医療費控除の還付金を受け取ることが可能です。
その際には生計を共にしていることが重要となってきます。

医療控除の還付金額の例
どれくらい還付金が戻ってくるかには個人差がありますが、目安として所得が 600 万円の人が年間 50 万円の医
療費を支払った場合、還付金は約 8万円ほどとなります。
これは、50 万円の治療費が実質 42 万円の治療費で行えるということになります。

歯科治療で医療費控除の対象となるもの
医療費控除では、「容貌を美化するための治療」は控除の対象外とされています。
明らかに美しさを追求するために行った治療や歯並び治療、ホワイトニングなども医療費候補の対象外となり
ます。

参考ページ　※医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

下記は歯科治療で医療費控除の対象となる一例です。

矯正治療の費用
セラミック治療の費用
インプラント治療の費用
むし歯や歯周病の治療費
親知らずの抜歯費用
入れ歯の費用
歯科ローンによって支払った治療費
通院費用
など

これらに該当する場合は、医療費控除の対象になる場合があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm


医療費控除を受ける注意点
申請をすることで還付金を受け取ることのできる医療費控除ですが、支払い済みの治療に対して還付金が支払
われるという注意点があります。

例えば歯科治療を分割払いで支払う場合、支払いが完了した年の次の年以降に医療費控除の申請を行いましょ
う。分割払いの途中で医療費控除の申請をすることはできません。

医療費控除の計算方法
医療費・医薬品と通院にかかった交通費の合計が 10 万円以上の場合に受けることのできる医療費控除ですが、
具体的には以下のように受け取る還付金額を計算します。

還付金＝医療費控除額×所得税率還

所得税率は、申告者の支払っている所得税率のことを指します。また、医療費控除額は一年間に支払った医療
費から保険金と 10 万円を差し引いた額となります。

医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、以下の必要書類を用意して税務署に確定申告を行います。

源泉徴収票
医療費控除の明細書
確定申告書 A様式
交通費の領収書
マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

医療費控除の確定申告の場合、1月から行うことが可能です。

これらの書類を税務署に提出して申告すると、約 1か月～ 1か月半後に還付金が振り込まれます。



保証について

審美歯科治療5年保証
GuideDent 

あなたの審美歯科治療を5年間保証します。

保証の内容

ガイドデント認定歯科医療機関において、審美歯科治療を受けられた患者さまの再治療については審美

歯科治療5年保証規約に基づき、 ガイドデント認定歯科医療機関が責任を持って再治療いたします。た

だし、この保証による再治療は、患者さまが定期的な健診・ロ腔衛生指導等による口腔ケアを怠らなかっ

た場合に限りますのでガイドデント認定歯科医療機関の指示に従ってください。

ご注意●上記の定期健診費用は、 患者さまのこ‘負担となります。

こんな場合に保証します

●審美歯科治療完了後、 歩行中に転倒し、補綴物が破損した。

●審美歯科治療完了後、硬い物を噛んで、補綴物が破損した。

保証できない主な場合

●患者さまの故意または重大な過失によるとき

●ガイドデント認定歯科医療機関以外で行われた審美歯科治療

●保証開始後の歯周疾患および歯科金属アレルギーの発症

●地震、噴火、津波などによるとき

●洪水、 高潮、暴風、台風などの水災によるとき

●戦争、暴動、 テロ、その他の事変によるとき

※1保証内容の詳細につきましては、 ウラ面の規約をお読み下さるようお願いします。

※2サ ー ビス提供会社である株式会社ガイドデントのプライバシ ーポリシ ーは
同社ホ ー ムペー ジをご参照ください。



上記診療について当院が責任を持って診察・治療を行ったものであります。

従って、 この診療に関して保証期間中における通常使用での破損・不具合が生じ、当院で再治療が必要

と判断した場合、本書をお持ちいただければ、当院の責任にて無料にて修理・再製作などの再治療をさ

せて頂きます。

ただし、返金等は致しかねますのでこ‘了承下さい。治療毎の再診料(¥1650-)仮歯費用等は発生すること

がありますので御理解ください。

また、下記の場合には保証期間中であっても、修理再製作等の再治療は有料となりますのでこ‘注意くだ

さい。

●重大な不注意や事故・外傷など明らかに当院の責任でない場合

●無理な使用や当院のマウスピース（ナイトガー ド）の使用指示に従わない状態での使用

●体調変化、入院など、診察時に全く予想し得ない口腔状態の変化によるもの
●5ヶ月以上SPT(メンテナンス）リコールに応じて頂けなかった場合

●治療成功率が悪いと予想される難症例（チャレンジケース）ではあるが、 患者様の強い希望で治療を

お受けになった場合

保証内容

治療完了から 5年間患者様負担無料

治療完了から6年目治療費x60％を患者様が負担

治療完了から7年目：治療費 X70％を患者様が負担

治療完了から8年目：治療費 X80％を患者様が負担

治療完了から9年目：治療費 X90％を患者様が負担

治療完了から10年目治療費 X100％を患者様が負担

プリズムタワー工藤歯科

院長

工藤求


